
都市計画（富岡都市計画変更）の概要

◆ 種 別 ： 運動公園

◆ 名 称 ： 大熊町運動公園

◆ 位 置 ： 大熊町大字下野上字原、大字熊字旭台

◆ 面 積 ： 約２１．４ha

名称、種別、位置、面積
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・かつて町民に利用されていた大熊町総合スポーツセンターが東日本大震災の影響により機能を果たせておらず、
町民の健康維持等を目的とした代替施設が必要とされていることから本運動公園を整備します。

・本運動公園を都市計画法第１１条第１項２号に基づく都市施設に位置付け、都市計画事業で整備する予定です。

事業の目的 運動公園とは

・運動公園とは、都市住民全般の主として運動の用に
供することを目的とする公園のことです。

・都市規模に応じて１箇所当たり面積15～75haが標準
とされています。

参考：国土交通省HP

大野駅

西大和久地区一団地の
復興再生拠点市街地形成施設

下野上地区一団地の
復興再生拠点市街地形成施設

大熊町運動公園

位置図
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